
4 月 12 日 当社の取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額の算定方法の変更について 

平素はカネツ FX 証券をご利用いただきましてありがとうございます。 

  2017 年 4 月 17 日（月）より、当社の取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額（以 

下「必要証拠金」といいます。）の算定方法を下記の通り変更し、翌週 4 月 24 日（月）

変更の必要証拠金から適用します。 

 

尚、本件変更に伴い、必要証拠金が 20,000 円の通貨ペア（トルコリラ/円、ポーランド 

ズロチ/円 4/10 日現在）は、4 月 24 日より必要証拠金が引き上げとなりますのでご注 

意ください。 

 

何卒ご理解のほど宜しくお願い申し上げます。 

 

＜ご参考＞ 

弊社では、東京金融取引所が定める証拠金基準額に基づき、同基準額以上の額を必要 

証拠金額として定めております。詳しくは下記 URL でもご確認いただけます。 

弊社の必要証拠金額 ： http://www.kanetsufx.co.jp/fx/tradeinfo/outline/currency.htm 

東京金融取引所の証拠金基準額 ： https://www.click365.jp/service/service01.html 

 

当社の定める取引所為替証拠金取引に係る必要証拠金額（以下、「必要証拠金」とい

います。）は定額方式とし、取引所が算出し公表する為替証拠金基準額（以下、「取引

所基準額」といいます。）を基に別に定めております。 

 

必要証拠金の最低額は 30,000円とします。 

 

必要証拠金は 10,000円単位で設定し、次の運用により毎週見直します。最新の必要

証拠金は、当社ホームページをご覧いただくか、或いは当社までお問い合わせくだ

さい。 

引き上げ：取引所基準額が当社の必要証拠金を超過した場合 

引き下げ：取引所基準額に 13,000円を加算した額が当社の必要証拠金以下の場合 

 

取引所における 1 枚あたりの取引所基準額は、取引所為替証拠金取引の種類ごとの

想定元本金額の 4％に相当する円価額、又は、想定元本金額にその時々の相場変動に

基づいて取引所が算出した比率を乗じて得た円価額のうち、いずれか大きい方の円

価額で、一週間ごとに見直しされます。取引所基準額の算出方法及び運用ルール等

は、取引所ホームページ （http://www.tfx.co.jp/products/forex.shtml） でご

覧いただけます。 
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